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業務の適正を確保するための体制および当該体制の運用状況
Ⅰ．取締役会による決議の内容の概要

当社は、取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制そ
の他会社の業務の適正を確保するための体制を整備することを決議し、その基本方針を
「内部統制システムの整備に関する基本方針」として以下のように定めております。
① 取締役および従業員の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための

体制
１）コンプライアンス体制の根幹として「ＭＯＲＥＳＣＯ行動憲章」を定め、法令遵守

をはじめ社会的要請に応えることがあらゆる企業活動の基本であることを継続的に
徹底します。

２）コンプライアンス全体を統括する組織として、取締役社長を委員長とし、業務執行
取締役・常勤監査等委員・執行役員等で構成するコンプライアンス・リスク管理委
員会を設置し、コンプライアンス体制の整備を進めます。

３）コンプライアンスの推進については、取締役および従業員が、それぞれの立場でコ
ンプライアンスを自らの問題としてとらえ業務運営にあたるよう、研修等を通じ、
指導します。

４）監査等委員会および監査室は連携し、コンプライアンス体制の調査、法令、定款お
よび社内規程上の問題点の有無を調査し、コンプライアンス・リスク管理委員会に
報告します。コンプライアンス・リスク管理委員会は、定期的にコンプライアンス
体制を見直し、問題点の把握と改善に努めます。

５）内部通報制度を設け、当社および子会社の従業員等が、法令、定款および社内規程
上疑義のある行為等を認知し、それを通報しても、当該従業員等に不利な取扱いを
行わない旨、「内部通報制度規程」に明記しております。不利な取扱いを行った従
業員等に対しては、「就業規則」に従って処分を行います。また、通報の有無は、
コンプライアンス・リスク管理委員会に報告されます。

② 取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
１）取締役の職務の執行に係る以下の文書（電磁的記録を含む。）を、法令および「重

要文書管理規程」に基づき、適切に保存しかつ管理します。
（1）株主総会議事録と関連資料
（2）取締役会議事録と関連資料
（3）経営会議議事録と関連資料
（4）その他取締役の職務の執行に関する重要な文書
２）情報の管理については、「情報セキュリティポリシー」、「機密情報管理規程」、「個

人情報保護に関する基本方針」等に基づき対応します。



③ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
１）前述のコンプライアンス・リスク管理委員会を推進母体として、「リスク管理方針」

のもとで体制の整備を進め、当社および子会社を取り巻くリスクを特定したうえで
適切なリスク対応を図ります。

２）当社の経営に重大な影響を与えるリスクが発現した場合に備え、「危機管理規程」
に基づき、取締役社長の指示により緊急対策本部を設置し、発現したリスクによる
損失を最小限度にとどめるための必要な対応を実施します。

④ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
１）定例の取締役会を原則毎月１回開催し、重要事項の決定および取締役の業務執行状

況の監督等を行います。
２）取締役会の機能をより強化し経営効率を向上させるため、業務執行機能を担う執行

役員制度を導入し、業務執行取締役・常勤監査等委員・執行役員等が出席する経営
会議を原則毎月１回開催し、業務執行に関する基本的事項および重要事項について
討議します。

３）業務の運営については、将来の事業環境を踏まえ中期経営計画および各年度計画を
立案し、全社的な目標を設定します。各部門においては、その目標達成に向け具体
策を立案・実行します。

⑤ 当社および子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制
１）「関係会社管理規程」により、定期報告と重要案件の事前協議を骨子とする管理事

項を定め、子会社管理の所管部門が統括管理します。
２）当社の業務執行取締役、執行役員、監査等委員等を子会社の取締役または監査役と

して派遣し、取締役は子会社の取締役の職務執行を監視・監督し、監査等委員は子
会社の業務執行状況を監査するとともに、監査室が定期的に子会社の監査を実施し
ます。

３）子会社は、当社との連携・情報共有を保ちつつ、自社の規模、事業の性格、機関の
設計その他会社の個性および特質を踏まえ、自律的に内部統制システムを整備する
ことを基本とします。

４）子会社の取締役は、当社の経営会議等において、定期的にまたは必要に応じて、毎
月および四半期毎の業績その他業務の執行状況を報告します。



⑥ 監査等委員会の職務を補助する取締役および従業員に関する体制と当該取締役および
従業員の取締役からの独立性に関する事項

１）監査等委員会の職務を補助する従業員を置くことを監査等委員会から求められた場
合には、監査等委員会と協議のうえ合理的な範囲で配置することとします。なお、
監査等委員会の職務を補助する取締役は置かないこととします。

２）当該従業員の任命または異動等の人事権に係る事項の決定には、監査等委員会の事
前の同意を得ることにより、取締役からの独立性を確保することとします。

⑦ 取締役および従業員が監査等委員会に報告をするための体制、その他の監査等委員会
への報告に関する体制、およびその他監査等委員会の監査が実効的に行われることを
確保するための体制

１）取締役、従業員、および子会社の取締役、従業員ならびにこれらの者から報告を受
けた者は、当社の業務または業績に影響を与える重要な事項について監査等委員会
に直ちに報告するものとします。当該報告をした従業員等については、「内部通報
制度規程」に準じて、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行わないも
のとします。

２）常勤監査等委員は、取締役会の他、重要な意思決定の過程および業務の執行状況を
把握するため、経営会議やコンプライアンス・リスク管理委員会等の重要な会議に
出席するとともに、主要な稟議書、契約書その他業務執行に関する重要な文書を閲
覧し、必要に応じて取締役または従業員にその説明を求めることができるものとし
ます。

３）「監査等委員会規程」および「監査等委員会監査等基準」に基づく独立性と権限に
より、監査の実効性を確保するとともに、監査等委員会は監査室および会計監査人
と緊密な連携を保ちながら監査成果の達成を図るものとします。

４）監査等委員または監査等委員会が監査の実施のために必要な費用の前払いまたは償
還を請求するときは、その内容および金額が合理性を欠くものでない限りこれに応
じます。

５）その他監査等委員会の監査等の実効性確保のために必要な環境の整備を適宜図るも
のとします。

⑧ 財務報告の信頼性を確保するための体制
１）財務報告の信頼性を確保し、金融商品取引法に規定する内部統制報告書の有効かつ

適切な提出のため関連諸規程を整備し、取締役社長の指示の下、内部統制システム
を構築、運用します。

２）内部統制システムが適正に機能することを継続的に評価し、必要な是正を行うこと
により、金融商品取引法および関連法令等との適合性を確保します。



⑨ 反社会的勢力排除に向けた基本的な体制
１）「ＭＯＲＥＳＣＯ行動憲章」により「市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会

的勢力、団体とは一切の関係を持たない」ことを基本方針とします。この基本方針
は社内ネットワーク等を通じて全取締役および全従業員への周知徹底を図ります。

２）反社会的勢力、団体からの不当要求や働きかけに対しては、「反社会的勢力対策規
程」に基づき毅然とした対応をとります。

３）反社会的勢力、団体に関する対応統括部署を総務部に定めるとともに、不当要求や
働きかけに対しては、直ちに対応統括部署に報告し、対応の一元化を図る等組織的
に対応します。

４）対応統括部署においては警察等との緊密な連携を保ち、不当要求や働きかけに対し
ては、速やかに連絡し、適時、適切な指導と支援を要請します。

Ⅱ．内部統制システムの運用状況の概要
当社は、上記のとおり「内部統制システムの整備に関する基本方針」を定め、この方針

に沿って事業の適正を確保するための整備に努めております。この方針は法改正等により
適切に見直し、方針の見直しに影響を受ける社内の規程類の整備等も並行して進めること
で法令等への適合性を確保するよう努めております。また、コンプライアンス、リスク管
理、反社会的勢力排除等に関する体制整備の根幹ともいえる「ＭＯＲＥＳＣＯ行動憲章」
については、当社および海外を含む子会社の取締役および従業員等が日常的に目にする環
境をつくり、その浸透を図っております。
① コンプライアンス・リスク管理

原則毎月１回、業務執行取締役、常勤監査等委員、執行役員等をメンバーに含むコン
プライアンス・リスク管理委員会を開催し、内部通報窓口への相談や通報の有無、３６
協定遵守状況の確認、懲戒事項の発生の有無を確認しております。また、コンプライア
ンス違反に対しては、つど懲戒委員会を開催し、要因解析に基づく再発防止等に努める
と同時に、重要な法令や社内規程等の遵守状況を定期的に調査し、コンプライアンス違
反の未然防止にも努めております。リスク管理については、当社グループに重大な影響
を与えるリスクに備え、各部門が取り組むべき課題を年度初めに設定し、課題ごとに年
次のＰＤＣＡを回すことでリスク対策の強化を進めており、一例として、ＢＣＰ（事業
継続計画）のための生産拠点の分散化等を検討・推進しております。なお、コンプライ
アンス・リスク管理委員会での議論および結論を、同月の取締役会において報告し、社
外取締役（監査等委員を含む。）からも適宜アドバイスをいただいております。



また、定期的に、機密情報管理の重要性を社内研修により周知徹底し、個人情報保護
法およびハラスメント防止についての研修や、内部通報制度、インサイダー取引規制を
テーマとしたｅラーニング、契約実務についての研修を行い、新入社員、中堅社員、管
理職といった階層別の研修、営業部門、生産部門、R&D部門といった職能別の研修にお
いても、適宜、コンプライアンス・リスク管理に関する教育を行っております。当期
は、全従業員を対象に、当社グループが目指す「持続可能な社会の実現」と「中長期的
な企業価値の向上」の両立について理解を深めることを目的としたサステナビリティ研
修および人権リスクへの対応を強化するための人権デューディリジェンス研修を実施い
たしました。加えて内部通報制度に関するeラーニングおよびハラスメント（アンガー
マネージメント）研修も実施いたしました。さらに、全従業員対象のコンプライアンス
意識調査を定期的に実施し、当社グループのコンプライアンス状況の把握に努めており
ます。
これらの取り組みにより、当社グループ全体のコンプライアンス体制およびリスク管

理を一層強化しております。

② 業務執行の監督、取締役の職務の効率化
原則毎月１回、業務執行取締役、常勤監査等委員、執行役員等をメンバーに含む経営

会議を開催し、各事業部門から、中期経営計画や年次利益計画に対する業務実績の差異
分析結果報告を受け、活発な質疑応答を経て監督機能を発揮しております。経営会議で
は、差異分析結果報告のほか、その時々において重要な事項についても報告、討議し、
機動的な意思決定を行っております。

③ 子会社管理
上記の経営会議では、子会社の業務の差異分析結果報告については毎月、重要事項の

報告についても適宜取り上げ、子会社の自律性を尊重しながら親会社としての監督機能
を発揮しております。また、「関係会社管理規程」、「内部監査規程」、「内部統制実施要
領」等に基づき、内部監査部門や管理部門による実地業務監査等も計画的に行っており
ます。

④ 取締役の職務の執行
定例の取締役会を原則毎月１回開催し、「取締役会規程」に定める決議事項について

審決を行うとともに、適宜、会社の業務執行等に関する報告を受けこれらを監督してお
ります。また、取締役が参集する機会を別途設け、その時々において関心を持つべき事
項を題材とした勉強会、講演会および意見交換会等を行っております。



定例の監査等委員会は、原則毎月１回開催し、取締役会議事案の事前審議や、常勤監
査等委員から経営会議その他の重要な会議の報告や監査状況の報告を受けております。
加えて、監査室、内部統制部門、および会計監査人との定期的な意見交換会を通じ、当
社グループ全体の内部統制システムの実効性を監査しております。



連結株主資本等変動計算書

（2025
2026

年
年
３
２
月
月
１
28
日から
日まで）

（単位：百万円）
株 主 資 本

資 本 金 資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金 自 己 株 式 株主資本合計

当連結会計年度期首残高 2,118 1,972 15,273 △649 18,714

当 連 結 会 計 年 度 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △413 △413

親会社株主に帰属する当期純利益 1,525 1,525

自 己 株 式 の 取 得 △0 △0

自 己 株 式 の 処 分 △0 8 8

非支配株主との取引に係る親会社の持分変動 7 7
株主資本以外の項目の当連
結会計年度変動額(純額 )

当連結会計年度変動額合計 − 7 1,112 8 1,127

当 連 結 会 計 年 度 末 残 高 2,118 1,978 16,385 △641 19,841

そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額
非支配株主持分 純資産合計その他有価証

券評価差額金
為 替 換 算
調 整 勘 定

退職給付に係る
調整累計額

その他の包括
利益累計額合計

当 連 結 会 計 年 度 期 首 残 高 145 2,210 616 2,972 3,324 25,009

当 連 結 会 計 年 度 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △413

親会社株主に帰属する当期純利益 1,525

自 己 株 式 の 取 得 △0

自 己 株 式 の 処 分 8

非支配株主との取引に係る親会社の持分変動 7
株主資本以外の項目の当連
結会計年度変動額(純額 ) 143 199 323 665 82 747

当連結会計年度変動額合計 143 199 323 665 82 1,874

当 連 結 会 計 年 度 末 残 高 288 2,409 939 3,637 3,406 26,883

（注）記載金額は百万円未満を四捨五入して表示しております。



連結注記表
１．連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記
（1）連結の範囲に関する事項

①連結子会社の数 16社
主要な連結子会社の名称 株式会社マツケン

株式会社モレスコテクノ
エチレンケミカル株式会社
莫莱斯柯花野圧鋳塗料（上海）有限公司
天津莫莱斯柯科技有限公司
莫莱斯柯（浙江）功能材料有限公司
莫莱斯柯貿易（浙江）有限公司
莫莱斯柯（海寧）界面新材料有限公司
MORESCO (THAILAND) CO., LTD.
PT.MORESCO INDONESIA
PT.MORESCO MACRO ADHESIVE
MORESCO HM&LUB INDIA PRIVATE LIMITED
MORESCO USA Inc.
CROSS TECHNOLOGIES N.A. INC.
MORESCO LUBE MEXICANA S.A. DE C.V.

②主要な非連結子会社 エチケミサービス有限会社は、小規模会社であり、総資産、売
上高、当期純損益及び利益剰余金等は、いずれも連結計算書類
に重要な影響を及ぼしていないため、連結の範囲から除外して
おります。

莫莱斯柯（海寧）界面新材料有限公司およびMORESCO LUBE MEXICANA S.A. DE C.V.は当連結
会計年度において新たに設立したため、連結の範囲に含めております。
CROSS TECHNOLOGIES N.A. INC.は、2026年１月１日を効力発生日として、MORESCO USA

Inc.を存続会社とする吸収合併により消滅しております。
莫莱斯柯花野圧鋳塗料(上海)有限公司は2026年２月28日現在において清算手続中であります。なお、

同社は納税清算手続が完了しましたら、莫莱斯柯（浙江）功能材料有限公司に吸収合併される予定であ
ります。
天津莫莱斯柯科技有限公司は2026年５月迄に解散および清算を開始する予定であります。

なお、当社の連結子会社であった無錫德松科技有限公司は、2025年２月14日を効力発生日として、
莫莱斯柯(浙江)功能材料有限公司を存続会社とする吸収合併により消滅したため、連結の範囲から除外
しております。



（2）持分法の適用に関する事項
①持分法を適用した関連会社の数 １社
持分法を適用した主要な関連会社の名称

張家港迪克汽車化学品有限公司
②持分法を適用してしない非連結子会社及び関連会社
エチケミサービス有限会社は、連結当期純損益及び利益剰余金等に及ぼす影響が軽微であり、かつ全
体としても重要性がないため、持分法の適用範囲から除外しております。

（3）連結子会社の事業年度等に関する事項
連結子会社のうち、莫莱斯柯花野圧鋳塗料（上海）有限公司他13社の決算日は12月31日であります。
連結計算書類作成にあたっては、上記決算日現在の計算書類を使用し、連結決算日との間に生じた重要
な取引については、連結上必要な調整を行っております。

（4）会計方針に関する事項
① 資産の評価基準および評価方法
ⅰ 有価証券の評価基準および評価方法

その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの……時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価

は移動平均法により算定）
市場価格のない株式等………………移動平均法による原価法

ⅱ デリバティブの評価基準および評価方法
時価法

ⅲ 棚卸資産の評価基準および評価方法
主として総平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法
により算定）

② 固定資産の減価償却の方法
ⅰ 有形固定資産……………………………
（リース資産を除く）

当社および国内連結子会社は主として定率法を、また、在外連
結子会社は定額法を採用しております。ただし、当社および国
内連結子会社は、1998年４月１日以降に取得した建物（建物
附属設備を除く）並びに2016年４月１日以降に取得した建物
附属設備および構築物については、定額法を採用しておりま
す。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物及び構築物………………３年〜60年
機械装置及び運搬具…………４年〜15年

ⅱ 無形固定資産……………………………
（リース資産を除く）

定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウエアに
ついては、社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法
に基づいております。

ⅲ リース資産………………………………所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用
しております。



③ 引当金の計上基準
ⅰ 貸倒引当金

債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の
債権については、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

ⅱ 賞与引当金
従業員の賞与の支給に備えるため、将来の支給見込額のうち、当連結会計年度における負担額を計上
しております。

ⅲ 関係会社整理損失引当金
連結子会社の整理に伴う損失に備えるため、その発生見込額を計上しております。

④ 収益及び費用の計上基準
当社グループは、化学品（特殊潤滑油、素材、ホットメルト接着剤、エネルギーデバイス材料）の製

造・販売を主な事業としております。このような商品および製品の販売については、納品時に商品の支
配が顧客に移転すると判断しておりますが、出荷時から納品時までの期間が通常の期間であるため、重
要性等に関する代替的な取扱いを適用し、国内向けは主として商品および製品の出荷時点で収益を認識
しております。また、海外向けは、インコタームズ等で定められた貿易条件に基づきリスク負担が顧客
に移転した時点において、顧客が商品および製品に対する支配を獲得し、履行義務が充足されると判断
していることから、主として商品および製品の船積み時点で収益を認識しております。

⑤ その他連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項
ⅰ 退職給付に係る会計処理の方法

退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法に
ついては、給付算定式基準によっております。

数理計算上の差異の費用処理方法
数理計算上の差異については、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の
一定の年数（主として14年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から
費用処理しております。

ⅱ のれんの償却方法および償却期間
のれんの償却については、20年以内のその効果の及ぶ期間にわたって、定額法により規則的に償却し
ております。ただし、その金額が僅少な場合は、一括償却しております。

ⅲ 関連する会計基準等の定めが明らかでない場合に採用した会計処理の原則および手続
譲渡制限付株式報酬制度
当社の譲渡制限付株式報酬制度に基づき、当社の取締役に支給した報酬等については、対象勤務期
間にわたって費用処理しております。



２．会計方針の変更に関する注記
（「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用）

「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」（企業会計基準第27号 2022年10月28日）及び、「税
効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第28号 2022年10月28日）を当連結会計年
度の期首から適用しています。これによる、連結計算書類への影響はありません。

３．重要な会計上の見積りに関する注記
（棚卸資産の評価）
① 当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額

商品及び製品 3,774百万円
うち当社計上額 2,228百万円
原材料及び貯蔵品 3,118百万円
うち当社計上額 1,278百万円
売上原価 121百万円
うち当社計上額 97百万円
売上原価に含まれる棚卸資産評価損(△は戻入額)は戻入との純額を記載しております。

② 会計上の見積りの内容に関する情報
ⅰ 算出方法

棚卸資産の評価額は、正味売却価額が帳簿価額を下回る場合に当該正味売却価額とする収益性の低下
に基づく簿価切下げの方法により算定しております。一方、正常な営業循環過程から外れた長期滞留在
庫のうち、特定の販売計画等がある在庫については、将来の販売予測に基づき個別に検討した回収可能
価額を算定しております。それ以外の長期滞留在庫については、過年度の滞留実績等を基に評価損率を
設定し、規則的に帳簿価額を切り下げております。

ⅱ 主要な仮定
正味売却価額は直近の販売実績等に基づき算定しております。個別評価における将来の販売予測は、

特定の顧客からの受注や過年度実績等をもとに策定しております。評価損率は、過去の一定期間におけ
る滞留在庫の推移を把握し、現在の在庫についても同様の傾向が継続するとの仮定に基づき設定してお
ります。

ⅲ 翌連結会計年度の連結計算書類に与える影響
市場環境の変化により製品の販売価格が想定を下回る場合や、実際の在庫滞留・処分傾向が評価損率

の根拠とした過去実績から乖離した場合、さらに個別評価の前提とした販売計画等が達成されない場合
には、翌連結会計年度の損益に重要な影響を及ぼす可能性があります。



４．追加情報
（連結子会社の解散および清算）
当社は、2025年12月12日開催の取締役会において、当社の連結子会社である天津莫莱斯柯科技有限公司

の解散について決議いたしました。
（1）解散および清算の理由

グローバル生産体制の見直しに伴い、現地協力企業への製造委託と当社赤穂工場および当社連結子会社で
あるインドネシアの工場等への生産移管を段階的に進め、天津莫莱斯柯科技有限公司は解散し清算すること
といたします。

（2）解散および清算する子会社の概要
① 名称 ：天津莫莱斯柯科技有限公司
② 住所 ：中国天津市西青区王穏荘鎮同源道６号
③ 代表者の氏名：董事長・総経理 湯元 健志
④ 資本金 ：10百万米ドル
⑤ 事業の内容 ：ホットメルト接着剤の製造、販売および輸出入

（3）解散および清算の日程
2026年５月迄（予定）に清算手続を開始し、現地の法令に従い必要な手続が完了次第、清算完了となる

予定であります。
（4）解散および清算による損益への影響

当連結会計年度において、特別損失として関係会社整理損失引当金繰入額を61百万円を計上しておりま
す。

（連結子会社間の吸収合併）
当社は、2025年12月12日開催の取締役会において、当社の連結子会社であるMORESCO USA Inc.を

存続会社とし、当社の連結子会社である CROSS TECHNOLOGIES N.A.INC.を消滅会社とする吸収合併を
行うことについて決議いたしました。なお、2026年１月１日付で吸収合併手続は完了しております。

（1）企業結合の概要
① 結合当事企業の名称およびその事業内容

結合当事企業の名称 ：MORESCO USA Inc.
事業内容 ：潤滑油の製造、販売および輸出入
被結合当事企業の名称 ：CROSS TECHNOLOGIES N.A.INC.
事業内容 ：潤滑油の製造、販売

② 企業結合日
2026年１月１日

③ 企業結合の法的形式
MORESCO USA Inc.を存続会社、CROSS TECHNOLOGIES N.A.INC.を消滅会社とする吸収合

併
④ その他取引の概要に関する事項

本合併により、営業および研究開発におけるノウハウの共有による競争力の強化、重複業務の統合
を通じた業務効率の向上およびコスト削減を行うことで、収益基盤の強化を図ってまいります。



（2）会計処理の概要
「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 2019年１月16日）及び「企業結合会計基準及び

事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号 2019年１月16日）に基づき、共
通支配下の取引として会計処理を実施する予定であります。

５．連結貸借対照表に関する注記
有形固定資産の減価償却累計額 18,835百万円

６．連結損益計算書に関する注記
関係会社整理損失引当金繰入額に関する注記
当社の連結子会社である天津莫莱斯柯科技有限公司の解散および清算に伴う損失に備えるため、損失見

込額61百万円を特別損失に計上しております。

７．連結株主資本等変動計算書に関する注記
（1）発行済株式の総数に関する事項

普通株式 9,696,500株
（2）剰余金の配当に関する事項
① 配当金支払額等

2025年５月29日開催の第67期定時株主総会決議による配当に関する事項
・配当金の総額 229百万円
・１株当たり配当金額 25.00円
・基準日 2025年２月28日
・効力発生日 2025年５月30日
2025年10月14日開催の取締役会決議による配当に関する事項
・配当金の総額 184百万円
・１株当たり配当金額 20.00円
・基準日 2025年８月31日
・効力発生日 2025年11月11日

② 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期になるもの
2026年５月27日開催の第68期定時株主総会において次のとおり付議する予定であります。
・配当の原資 利益剰余金
・配当金の総額 321百万円
・１株当たり配当金額 35.00円
・基準日 2026年２月28日
・効力発生日 2026年５月28日



８．金融商品に関する注記
（1）金融商品の状況に関する事項
① 金融商品に対する取組方針

当社グループは、資金運用については短期的な預金等に限定し、また、資金調達については主に銀行
借入による方針であります。また、デリバティブは、後述するリスクを回避するために利用しており、
投機的な取引は行いません。

② 金融商品の内容およびそのリスク並びにリスク管理体制
営業債権である受取手形、電子記録債権及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されておりますが、信

用リスクに関しては、与信管理規程に従って取引先ごとの期日管理および残高管理を行うとともに、全
ての取引先の信用状況を年１回見直す体制としております。さらに、当社は、必要に応じて前受金や預
り保証金等を受入れ、信用リスクの軽減を図っております。また、グローバルに事業を展開しているこ
とから一部の売掛金は為替の変動リスクに晒されておりますが、必要に応じて先物為替予約を利用して
ヘッジしております。
投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されてお

りますが、定期的に時価や当該企業の財務状況を確認し、保有状況の点検を行っております。
営業債務である支払手形、買掛金及び電子記録債務は、全てが１年以内の支払期日となっておりま

す。借入金のうち、短期借入金は主に営業取引に係わる資金調達であり、長期借入金は主に設備投資等
に係わる資金調達であります。変動金利の借入金は、金利の変動リスクに晒されておりますが、長期借
入金については金利の変動リスクを抑制するために、固定金利による借入としております。
また、営業債務や借入金は、流動性リスクに晒されておりますが、当社グループでは、各社が月次資

金繰計画を作成する等の方法により、流動性リスクを管理しております。



（2）金融商品の時価等に関する事項
2026年２月28日における連結貸借対照表計上額、時価およびこれらの差額については、次のとおりであ
ります。

（単位：百万円）
連結貸借対照表計上額

（＊1） 時価（＊1） 差額

① 受取手形 45
② 電子記録債権 1,333
③ 売掛金 7,284

貸倒引当金（＊3） △10
8,651 8,651 −

④ 投資有価証券
その他有価証券 676 676 −

⑤ 長期借入金
（１年内返済予定を含む） （1,768） （1,741） △28

⑥ デリバティブ取引（＊4） 0 0 −
（＊1）負債に計上されているものについては、（ ）で示しております。
（＊2）現金及び預金、支払手形及び買掛金、電子記録債務、未払法人税等、短期借入金については短期

で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、注記を省略しております。
（＊3）受取手形、電子記録債権及び売掛金に対する貸倒引当金を控除しております。
（＊4）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。

（注１）以下のものは、市場価格がないため上記に含めておりません。
（単位：百万円）

連結貸借対照表計上額
非上場株式 215
関係会社株式 3
出資金 2,561



（3）金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つのレベル
に分類しております。
レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時

価の算定の対象となる資産または負債に関する相場価格により算定した時価
レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価の算

定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞ
れ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。

① 時価で連結貸借対照表に計上している金融商品
（単位：百万円）

区分
時価

レベル１ レベル２ レベル３ 合計
投資有価証券
その他有価証券 676 676

デリバティブ取引
通貨関連 0 0

資産計 676 0 676

② 時価で連結貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品
（単位：百万円）

区分
時価

レベル１ レベル２ レベル３ 合計
受取手形 45 45
電子記録債権 1,333 1,333
売掛金 7,284 7,284
貸倒引当金 △10 △10

資産計 8,651 8,651
長期借入金（１年内返済予定を
含む） 1,741 1,741

負債計 1,741 1,741



（注）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
① 受取手形、電子記録債権及び売掛金

これらは短期間で決済されるため、信用リスクを貸倒引当金の控除により反映した価額を時価としてお
り、レベル２の時価に分類しております。

② 投資有価証券
投資有価証券は、上場株式は相場価格を用いて評価しております。上場株式は活発な市場で取引されて
いるため、その時価をレベル１の時価に分類しております。

③ 長期借入金
長期借入金の時価については、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り
引いて算定する方法によっており、レベル２の時価に分類しております。

④ デリバティブ取引
これらの時価について、取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しており、レベル２の時
価に分類しております。

９．収益認識に関する注記
（1）顧客との契約から生じる収益を分解した情報

（単位：百万円）

区分
報告セグメント

合計
日本 中国 東南／南アジア 北米

特殊潤滑油 12,000 2,827 3,439 1,973 20,238
ホットメルト接着剤 4,124 659 2,937 − 7,720
その他 5,827 325 386 77 6,615
顧客との契約から生じる収益 21,951 3,811 6,762 2,050 34,573
その他の収益 298 − − − 298
外部顧客への売上高 22,249 3,811 6,762 2,050 34,871
（注）「その他」は、素材、エネルギーデバイス材料および装置販売等であります。

（2）収益を理解するための基礎となる情報
「１．連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記（4）会計方針に関する事項 ④

収益及び費用の計上基準」に記載の通りであります。



（3）当連結会計年度および翌連結会計年度以降の収益の金額を理解するための情報
① 契約負債の残高等

（単位：百万円）
当連結会計年度

顧客との契約から生じた債権(期首残高) 8,131

顧客との契約から生じた債権(期末残高) 8,661

契約負債(期首残高) 48

契約負債(期末残高) 157
契約負債は、顧客からの前受金に関連するものであります。契約負債は、収益の認識に伴い取り崩され

ます。
当連結会計年度に認識された収益のうち期首現在の契約負債に含まれていた額は、48百万円でありま

す。
また、当連結会計年度において、契約負債が110百万円増加した理由は、前受金の増加によるものであ

ります。
② 残存履行義務に配分した取引価格

当社グループは、個別の予想契約期間１年を超える重要な取引がないため、実務上の便法を適用し、残
存履行義務に関する情報の記載を省略しております。
また、顧客との契約から生じる対価の中に、取引価格に含まれていない重要な取引はありません。

10．１株当たり情報に関する注記
（1）１株当たり純資産額 2,558円24銭
（2）１株当たり当期純利益 166円23銭



株主資本等変動計算書

（2025
2026

年
年
３
２
月
月
１
28
日から
日まで）

（単位：百万円）
株 主 資 本

資本金

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

自己株式 株主資本
合 計

資 本
準備金

その他資本
剰余金

資本剰余金
合 計

利 益
準備金

そ の 他
利 益 剰 余 金

利益剰余金
合 計買換資産

圧縮積立金
別 途
積立金

繰越利益
剰余金

当 期 首 残 高 2,118 1,906 69 1,975 75 13 6,500 2,806 9,393 △649 12,837
当 期 変 動 額
買換資産圧縮
積立金の取崩 △1 1 − −
剰余金の配当 △413 △413 △413
当 期 純 利 益 1,214 1,214 1,214
自己株式の取得 △0 △0
自己株式の処分 △0 △0 8 8
株主資本以外
の項目の当期
変動額 (純額 )

当期変動額合計 − − △0 △0 − △1 − 802 801 8 809
当 期 末 残 高 2,118 1,906 69 1,975 75 12 6,500 3,608 10,194 △641 13,646

評 価 ・ 換 算 差 額 等
純資産合計その他有価証

券評価差額金
評価・換算
差額等合計

当 期 首 残 高 122 122 12,959
当 期 変 動 額
買換資産圧縮
積立金の取崩 −
剰余金の配当 △413
当 期 純 利 益 1,214
自己株式の取得 △0
自己株式の処分 8
株主資本以外
の項目の当期
変動額 (純額 )

119 119 119

当期変動額合計 119 119 928
当 期 末 残 高 241 241 13,887
（注）記載金額は百万円未満を四捨五入して表示しております。



個別注記表
１．重要な会計方針に係る事項に関する注記
（1）資産の評価基準および評価方法
① 有価証券の評価基準および評価方法
ⅰ 子会社株式および関連会社株式 ……移動平均法による原価法
ⅱ その他有価証券

市場価格のない株式等以外のもの……時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価
は移動平均法により算定）

市場価格のない株式等………………移動平均法による原価法
② デリバティブの評価基準および評価方法

時価法
③ 棚卸資産の評価基準および評価方法

主として総平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法に
より算定）

（2）固定資産の減価償却の方法
① 有形固定資産………………………………
（リース資産を除く）

定率法を採用しております。ただし、1998年４月１日以降に
取得した建物（建物附属設備を除く）並びに2016年４月１日
以降に取得した建物附属設備および構築物については、定額法
を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建 物…………………３年〜50年
機械及び装置…………………４年〜15年

② 無形固定資産………………………………
（リース資産を除く）

定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウエアに
ついては、社内における利用可能期間（５年）に基づいており
ます。

③ リース資産…………………………………所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用
しております。

（3）引当金の計上基準
① 貸倒引当金

債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債
権については、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

② 賞与引当金
従業員の賞与の支給に備えるため、将来の支給見込額のうち当期の負担額を計上しております。

③ 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務および年金資産の見込額に基づき計上し
ております。なお、数理計算上の差異については、その発生時における従業員の平均残存勤務期間以内
の一定の年数（14年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌期から費用処理することとし
ております。



（4）収益及び費用の計上基準
当社は、化学品（特殊潤滑油、素材、ホットメルト接着剤、エネルギーデバイス材料）の製造・販売を

主な事業としております。このような商品および製品の販売については、納品時に商品の支配が顧客に移
転すると判断しておりますが、出荷時から納品時までの期間が通常の期間であるため、重要性等に関する
代替的な取扱いを適用し、国内向けは主として商品および製品の出荷時点で収益を認識しております。ま
た、海外向けは、インコタームズ等で定められた貿易条件に基づきリスク負担が顧客に移転した時点にお
いて、顧客が商品および製品に対する支配を獲得し、履行義務が充足されると判断していることから、主
として商品および製品の船積み時点で収益を認識しております。

（5）その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項
関連する会計基準等の定めが明らかでない場合に採用した会計処理の原則および手続
譲渡制限付株式報酬制度
当社の譲渡制限付株式報酬制度に基づき、当社の取締役に支給した報酬等については、対象勤務期間
にわたって費用処理しております。

２．会計方針の変更に関する注記
（「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用）

「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」（企業会計基準第27号 2022年10月28日）及び、「税
効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第28号 2022年10月28日）を当事業年度の
期首から適用しています。これによる、計算書類への影響はありません。

３．重要な会計上の見積りに関する注記
（棚卸資産の評価）
（1）当事業年度の計算書類に計上した金額

商品及び製品 2,228百万円
原材料及び貯蔵品 1,278百万円
売上原価 97百万円
売上原価に含まれる棚卸資産評価損(△は戻入額)は戻入との純額を記載しております。

（2）会計上の見積りの内容に関する情報
「【連結注記表】３．重要な会計上の見積りに関する注記」に同一の内容を記載しているため、注記を
省略しております。



４．貸借対照表に関する注記
（1）関係会社に対する金銭債権債務

短期金銭債権 1,080百万円
短期金銭債務 721百万円
長期金銭債権 1,465百万円

（2）有形固定資産の減価償却累計額 12,101百万円

５．損益計算書に関する注記
（1）関係会社との取引高

売上高 1,565百万円
仕入高 1,047百万円
販売費及び一般管理費 25百万円
営業取引以外の取引高 759百万円

（2）関係会社株式評価損に関する注記
関係会社株式評価損は、連結子会社であるMORESCO HM&LUB INDIA PRIVATE LIMITEDの株式に

係る評価損であります。
（3）関係会社出資金評価損に関する注記

関係会社出資金評価損は、連結子会社である天津莫莱斯柯科技有限公司の出資金に係る評価損でありま
す。

６．株主資本等変動計算書に関する注記
自己株式の数に関する事項

株 式 の 種 類 当事業年度期首株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末株式数

普 通 株 式 525,810株 60株 6,550株 519,320株

（注）自己株式の数の増加及び減少の内訳は、次のとおりであります。
単元未満株式の買取りによる増加：60株
譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分による減少：6,550株



７．税効果会計に関する注記
繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
繰延税金資産

賞与引当金 137百万円
退職給付引当金 108百万円
棚卸資産評価損 77百万円
繰延資産 26百万円
減損損失 64百万円
投資有価証券評価損 22百万円
関係会社株式評価損 188百万円
関係会社出資金評価損 68百万円
その他 76百万円

繰延税金資産小計 766百万円
評価性引当額 △227百万円
繰延税金資産合計 538百万円

繰延税金負債
前払年金費用 △336百万円
買換資産圧縮積立金 △5百万円
その他 △101百万円

繰延税金負債合計 △442百万円
繰延税金資産の純額 96百万円

８．関連当事者との取引に関する注記
（1）親会社および法人主要株主等

種 類 会社等の
名称

資本金また
は出資金
（百万円）

事 業 の
内 容 ま た
は 職 業

議 決 権 等
の 所 有
（被 所 有）
割合（％）

関 係 内 容
取引の
内容

取引金額
（百万円） 科 目 期末残高

（百万円）役員の
兼任等

事業上
の関係

法人主
要株主 松村石油㈱ 70

工業用潤滑
油 等 の 製
造・販売

（所有）
直接
2.1

（被所有）
直接
11.6

なし
当社製品
の販売、
材料仕入

製 品 の
販 売 4,934 売 掛 金 1,285

（注）取引条件および取引条件の決定方針等は、以下のとおりであります。
製品の販売につきましては、他の販売先と同様、市場価格を参考に経済合理性を勘案し、売買基本契約に
則り決定しております。



（2）子会社および関連会社等

種 類 会社等の
名称

資本金また
は出資金
（百万円）

事 業 の
内 容 ま た
は 職 業

議 決 権 等
の 所 有
（被 所 有）
割合（％）

関 係 内 容
取引の
内容

取引金額
（百万円） 科 目 期末残高

（百万円）役員の
兼任等

事業上
の関係

子会社

㈱マツケン 20
廃水処理装
置、廃水処
理剤の販売
および輸出

（所有）
直接
100.0

兼任
２名

当 社 製 品
の 販 売、
材料仕入

資金の管理

利息の支払
（注１）

161

3

預 り 金
（注１）

176

エチレンケ
ミ カ ル ㈱ 90

冷熱媒体、
自動車用ケ
ミカル製品
の製造、販
売および輸
出

（所有）
直接
60.9

― 当 社 製 品
の製造

冷熱媒体の製
造委託
（注２）

725 電子記録
債 務

218

莫 莱 斯 柯
（浙江）功能材料
有 限 公 司

12百万
米ドル

潤滑剤、封
止 剤 の 開
発、製造、
販売および
輸出入

（所有）
直接
100.0

兼任
１名

当 社 製 品
の製造

増資の引受
（注３）

429 ― ―

MORESCO
HM&LUB
INDIA
PRIVATE
LIMITED

800百万
インド
ルピー

ホットメル
ト接着剤、
潤滑油の製
造、販売お
よび輸出入

（所有）
直接
92.5
間接
7.5

兼任
１名

当 社 潤 滑
油 お よ び
ホ ッ ト メ
ル ト 接 着
剤 の ラ イ
セ ン ス 生
産 お よ び
販売

資金の貸付

利息の受取
（注４）

―

29

短 期
貸 付 金

長 期
貸 付 金

300

1,057

MORESCO
USA Inc.
（注５）

10米ドル
潤滑油の製
造、販売お
よび輸出入

（所有）
直接
100.0

兼任
２名

当 社 製 品
の 製 造、
販売

資金の貸付

利息の受取
（注４）

―

5

短 期
貸 付 金

長 期
貸 付 金

45

285



（注１）預り金は、国内における関係会社資金に対する当社での一括管理方針の下、余剰資金を短期プライムレ
ートを適用金利として当社で預かっていることによります。

（注２）冷熱媒体の製造委託は、独立第三者間取引と同様の取引条件で行っております。
（注３）増資の引受は、子会社が行った増資を全額引き受けたものであります。
（注４）資金の貸付については、市場金利を勘案して、利率を合理的に決定しております。
（注５）2026年１月１日を効力発生日として、MORESCO USA Inc.を存続会社、CROSS TECHNOLOGIES

N.A. INC.を消滅会社とする吸収合併を行いました。これに伴い、消滅会社であるCROSS
TECHNOLOGIES N.A. INC.と当社との取引に関する権利義務は、全てMORESCO USA Inc.に継承
されております。

（3）重要な関連会社の要約計算書類
当事業年度において、重要な関連会社は張家港迪克汽車化学品有限公司であり、その要約計算書類は以下
のとおりであります。

（単位：百万円）
当事業年度

張家港迪克汽車化学品有限公司

流動資産合計 8,975

固定資産合計 4,737

流動負債合計 3,473

固定負債合計 ―

純資産合計 10,239

売上高 8,435

税引前当期純利益 1,187

当期純利益 1,044



９．収益認識に関する注記
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「【連結注記表】９．収益認識に関する
注記」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。

10．１株当たり情報に関する注記
（1）１株当たり純資産額 1,513円26銭
（2）１株当たり当期純利益 132円31銭


